『美ぎ島募金』助成事業応募要領

特定非営利活動法人美ぎ島宮古島では、宮古島の自然と環境保全、緑化推進、文化遺産の継承を図ることを目的に美ぎ島募金の助成事業を下記のとおり応募いたします。宮古島の自然をはじめとする環境保全や地域における緑化運動,美化活動に取り組んでいる方々、地域に伝わる文化遺産の保護、継承に心血を注がれておられる方々を対象に受付をおこないます。今後美ぎ島宮古島を守る事業展開を計画されている団体、グループ等、島を愛する皆様方の応募をお待ちしております。

記

1.公募期間　　　　随時

2.公募対象事業

1 宮古島の自然・環境保全活動、

2 宮古島の美化活動、緑化推進、花いっぱい運動

3 宮古島の伝統文化、継承活動

4 その他　美ぎ島を守るに相応しい活動

3.応募者資格　上記に掲げる美ぎ島事業推進のために助成金を必要とされる宮古島に在籍の団体

＊個人での申し込み,営利につながると考えられる事業の申請は不可とさせていただきます。

4.応募方法　　次の資料を「NPO美ぎ島宮古島事務局」宛郵送して下さい。

（１）助成事業交付申請書（http：//www.kagisuma.jp/　から入手できます）

（２）申請団体の概要及び活動内容参考資料

5.助成額　 ①一申請に対し、助成金２０万円、総事業費の９割を限度額とします。しかしながら、美ぎ島募金から提供できる資金にも限度があること、そしてできるだけ多くの団体の皆様に助成金を配布したいことから、申請事業が応募内容に適している場合でも申請額の満額を助成できない場合もございますのでご理解ください。

②助成金は事業開始前に交付するのではなく原則として事業終了後の事業完了報告書、領収書との引き換えにより交付いたします。事業を展開するにあたり事前に交付金がどうしても必要な場合、概算払申請書の提出後、協議の上可否を決定いたします。

③一部の清掃用具につきましては、助成金ではなく現物提供する場合もございます。

6.決定の方法及び時期　

公募期間中に申請のあった事業案をNPO美ぎ島宮古島理事会にて厳正なる審査を行い原則として申請から一ヶ月以内に助成可否の審査結果をお知らせいたします。

7.お問い合わせ応募先

『美ぎ島募金』助成事業に応募される皆様へ


できるだけ申請者の皆様に助成金制度をご理解いただくこと誤解・混乱を避けるため、いくつか、具体的なQ＆Aを作成いたしましたので、その内容に沿った形で申請いただければと存じます。

不明な部分がございましたらお気軽にお問合せください。しかしながらNPO美ぎ島宮古島は非営利団体ですので我々スタッフも本業とは別にボランティアとして活動を実施しており、事務所もスタッフ不在が多いことから極力質問内容などをFAXで送信いただければ幸いです。その際連絡先及び返信のFAX番号などを記載願います。

NPO美ぎ島宮古島　一同

別　表

助成対象経費項目

1． 需用費（花木種子・苗購入費、堆肥代）

2． 役務費（労務賠償、手数料、通信運搬費、啓蒙活動費）

3． イベント運営費

4． 使用料及び賃借料

5． 備品購入費

6． その他の経費（上記以外で募金の設置趣旨に沿うものでNPO美ぎ島宮古島が特に認めたもの）

『美ぎ島募金』助成事業公募Ｑ＆Ａ

Ｑ１：清掃用具も助成対象になるの？

Ａ１：軍手や鎌など通常の清掃活動に必要と思われるものは対象といたします。但し、予算の関係上無制限ではございませんので、申請の際は適切と思われる必要数を申請願います。

Ｑ２：花の苗や種、プランターも対象になるの？

Ａ２：植樹や花いっぱい運動等につきましては、公共施設や不特定の多くの住民が利用する公共の場所の美化推進であれば助成の対象となります。但し、苗及び種の種類によっては購入先を指定する場合がございますのでご注意下さい。

Ｑ３：調査費、自然調査のためのカメラやビデオなどの器材は対象になるの？

Ａ３：申し訳ございませんが調査のための申請は助成対象外となります。又、電子・電気機器類につきましても高額であることと使用可能期間に対し調査時間との関係などが不明確となることから今回の助成からは対象外とさせていただきます。

Ｑ４：自然保護を意識啓蒙する講演会・チラシ等の制作物費用などは対象になるの？

Ａ４：講演会の内容がNPO美ぎ島募金の趣旨に沿うもので参加者を限定されなければ対象となります。但し、NPO美ぎ島宮古島との共催として運営できるものに限る。助成額については、今後に及ぼす影響度等広範的な視点から投資効果を勘案し判断させていただきます。

Ｑ５：清掃作業のお弁当や飲み物は対象になるの？

Ａ５：申し訳ありませんが、飲食物につきましては対象外とさせていただきます。但し、事業企画で、子供達の青少年育成や教育的要素を含む事業であれば、子供達への弁当やおやつ、飲み物は対象とさせていただきます。

Ｑ６：申請内容が審査基準に満たしていれば限度額の助成が必ずもらえるの？

Ａ６：美ぎ島募金の助成事業は、募金箱や個人企業からの寄付等、皆様の募金のみで運営しております。大切な募金を我々が預かって助成事業を推進していることから、一定の査定基準に基づき助成額を決定させていただきます。又、助成資金に限りがありますので、助成決定事業の件数によっても交付金が変わりますのでご了承ください。

Ｑ７：今後も助成事業の公募は行なうの？

Ａ７:今後も継続して公募していきたいと考えております。しかしながら財源が募金であることから全体の予算がどれだけ確保できるかは不明です。

Ｑ８：前回助成金を受けた団体又は個人は今回対象になるの
Ａ８：助成事業は、宮古島の自然や環境保全等の活動をしている団体又は個人を育成、支援するという目的も有しており、対象から外すと言うことではありませんが、活動の裾野を広げるという視点から優先順位が低くなりますのでご了解下さい。　
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これまで多くの個人、団体の皆様から美ぎ島募金に心のこもったご寄付や募金のご支援をいただいております。NPO美ぎ島宮古島では、その気持ちに応えるべく、宮古島の環境保護のため大切に御預かりしております募金を有効活用させていただきたいと考えております。





第２回助成金公募までは約１～２ヶ月間の公募期間でしたが、できるだけ多くのボランティア団体が応募しやすい環境づくりを整えるため、平成20年以降につきましては通年で応募可能といたしました。


宮古島の自然環境保護のため、頑張っている皆さんをできるだけ応援していきたいと考えております。皆様の応募、活動をお待ちしています。
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